
利用で
お困りのときは…

お支払い方法

現在、出資いただいている金額を記載前月の請求額と、引き落とし額が記載

今月の請求金額を記載

欠品やクレーム値引き等、精算内容を記載

ご利用分の内訳が記載

●請求書は毎月原則20日締めで、月1回、商品と一緒に
届きます。

●請求書には、毎週お届けの明細票の金
額を1か月分合計した後、中止や値引
きによる返金分が差し引かれ、増資・
利用手数料が加算されます。

●請求書作成後の返金分は、翌月に精算
されます。

●ご指定の金融機関の自動引き落としをご利用いただけま
す。(一部、引き落とし出来ない金融機関があります。)

●請求書でお知らせした代金は、毎月6日、指定口座から
引き落とされます。

●毎月6日引落日となっていますが、土・日・祝の場合は翌
営業日が引落日になります。

基本的に返品･交換はできません｡日用雑貨の一部は返品･交換できる場
合がありますが､返品送料がかかります｡ 詳しくは､ホームページ又は7月
3回配布のコープグラフィティNo.47に掲載の利用規約をご覧ください｡

〈ご利用代金のお支払方法〉
ご利用代金は、月に1回、前月21日から当月20日までの商品代金等の合計金
額を、翌月6日(6日が土・日・祝の場合はその翌営業日)に組合員があらかじめ
指定した預金口座から自動振替によりお支払いいただきます。 
何らかの事情で自動振替ができない場合は、払込み票に記載された期日ま
でに当生協が指定するコンビニエンスストアにて払込みしていただきます。

〈お支払い遅延時の課金〉
利用代金のお支払いを遅延され、さらに次回の請求日までにお支払いのな
かった場合、毎回150円（税別）の事務手数料を課金請求いたします。

〈ご利用の停止〉
商品のご利用代金の全部または一部の支払いが1か月以上遅延した場合、
利用休止となります。利用休止とは、商品案内カタログの配布と受注を停止
することをいいます。

■月1回「請求書」が届きます

■「お支払い」は便利な自動引き落としです

■返品について

■お支払いの約束事

※1 獲得予定ポイント…まだ利用できないポイント。商品代金の入金確認後に利用可能ポイントとして確定します。
※2 利用可能ポイント…商品代金の入金が確認され、確定したポイント。有効期限まで、いつでもお使いいただけます。
※3 失効予定ポイント…年度末の有効期限までに利用しないと消滅するポイント。 ※2※3は毎週お届けする「ご利用明細票」の

右上に表示記載してお知らせします。

ポイントに
ついて

基本的に、「前月の21日から当月の20日迄」のご利用
分を、請求させていただきます。

商品利用料と出資金積立額を、企画回ごとに内訳
を掲載します。

※�連絡やお問い合わせの通話は、有料とさせていただきます。ご理解願います。

かけ放題等の定額通話制度も適用対象外（有料）となります。呼出音の前に通
話料金の目安をお知らせします。

アイチョイスのシステム以前は、欠品や値引き処
理の場合は、翌週または翌々週のお届け明細票に
記載されていましたが、この6月1回より、請求書にま
とめて記載されますので、ご了承ください。

※請求書のお届けは、20日が、土・日曜日の場合は、締切日は前倒しとなります。
※請求書は、商品のお届け曜日に、商品と一緒にお届けします。

注文サイト・ホーム画面の
右上、「請求書・お届け票」
から確認できます。

クリック

ネット注文の
組合員さん

0570-07-1717 月〜金曜日
９：００〜１８：００

通話料は有料ですアイチョイス・コールセンター問合せ
専用

今月請求での獲得予定ポイント数を記載
※下記「ポイントについて」ご確認ください。

お届けする請求書から、以下内容が確認できます。インターネット注文登録組合員さんで、商品のカタログと注文書が「不
要」と意思表示された方にはお届けしません。

見本




